
⻑野県⽊曽合同庁舎

1 各所共通

番号 備 考

1

２ ⽊曽地域振興局

番号 担当課

1 企画振興・商工課

2 企画振興・商工課

3 林務課

３ ⽊曽保健福祉事務所

番号 担当課

1 福祉課

4 上松技術専門校

番号 担当課

1 上松技術専門校

5 ⻑野県⽴病院機構

番号 担当課

1 信州⽊曽看護専門学校

2 信州⽊曽看護専門学校

看護の日PR活動

宣誓式

項 目

令和８年度 入校生の状況（４月９日現在）

4月22日（水）　定例記者会

項 目

５月行事予定表

項 目

項 目

令和８年度 ⻑野県シニア⼤学⽊曽学部 入学式・始業式を行います

項 目

「企業説明会in蘇南高校」を開催します

日本インドネシア緑の⻘年国際交流事業を開催します

令和８年度「地域発 元気づくり支援金」
⽊曽地域の２次募集を行います

１



日 曜 行　　  　　事　　  　　内　　  　　容 場　　　所 担当課名 資料

1 金
「地域発元気づくり支援金」
木曽地域の２次募集(4/22～5/27)

企画振興・商工課 〇

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

10:00 ～ 10:40 令和７年度　長野県シニア大学木曽学部　入学式・始業式 長野県木曽合同庁舎２階講堂 木曽保健福祉事務所 〇

10:00 ～ 16:00 看護の日PR活動 町内各所 信州木曽看護専門学校 〇

9 土

10 日

11 月 10:30 ～ 15:45 日本インドネシア緑の青年国際交流事業 木曽青峰高校・木曽町役場 林務課 〇

看護の日 信州木曽看護専門学校

8:30 ～ 15:30 日本インドネシア緑の青年国際交流事業 長野県林業大学校・木曽おもちゃ美術館 林務課 〇

13 水 9:00 ～ 14:30 日本インドネシア緑の青年国際交流事業
牧尾ダム・御岳VCさとテラ
ス三岳
赤沢自然休養林

林務課 〇

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月

19 火

20 水

21 木 14:35 ～ 16:25 「企業説明会in 蘇南高校」を開催します 長野県蘇南高等学校 企画振興・商工課 〇

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

13:30 ～ 15:00 宣誓式 信州木曽看護専門学校 3階アリーナ 信州木曽看護専門学校 〇

10:00 ～ 定例記者会 木曽合同庁舎401・402会議室 総務管理・環境課

28 木

29 金

30 土 オンライン学校説明会 ホームページ又は電話で申込 信州木曽看護専門学校 〇

31 日

※担当課名 県税： 中信県税事務所木曽事務所
保福： 木曽保健福祉事務所
建設： 木曽建設事務所

※

令和８年５月　行事予定表
木曽地域長野県関係機関

時　　間

上記について、都合により日程が変更になる可能性がございます。

金8

火12

水27

２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度「地域発 元気づくり支援金」の支援対象事業の２次募集を、下記のとおり

行います。地域の元気を生み出す事業をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象団体 | 市町村、広域連合、一部事務組合 

公共的団体等（NPO 法人、地域づくりを行う団体、協議会など） 
 
募集期間 | 令和 8 年 4 月 22 日（水） ～ 令和 8 年 5 月 27 日（水） 

 
応募方法 | ■ 市町村、広域連合、一部事務組合 

⇒ 木曽地域振興局企画振興課へ応募書類を１部提出 

■ 公共的団体等 
⇒ 事業を実施する町村の役場（企画担当課）へ応募書類を２部提出 

 
応募書類 | ■ 「地域発 元気づくり支援金」事業計画書及び別紙（別記様式１関係） 

■ 事業計画図書（位置図、見取図、設計図、設計書など） 
■ 予算書 

■ 団体の規約（会則など）※公共的団体等のみ 
■ その他、必要に応じて事業内容、経費の積算を説明する書類等 

※申請様式等は長野県ホームページに掲載しています。 

ホーム > 県政情報・統計 > 市町村・地域 > 地域振興 > 「地域発 元気づくり支援金」 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kisochi/somu-kankyo/pressreleases/index.html 

 
日 程 等 | 6 月上旬：ヒアリング（地域振興局担当者による事業内容等の確認） 

6 月下旬：木曽地域選定委員会の開催・採択事業の決定 
7 月上旬：内示 

 
留意事項 | ■説明会は開催しません。応募に関するご相談や制度に関する 

お問い合わせは、下記担当まで直接ご連絡ください。 

■制度の概要は、別紙をご覧ください。 

長野県（木曽地域振興局）プレスリリース  令和８年（2026 年）４月 22 日 

 
令和８年度「地域発  元気づくり支援金」 

木 曽 地 域 の ２ 次 募 集 を 行 い ま す 

（予 定） 

（問合せ先） 

長野県木曽地域振興局 企画振興・商工課 

（担当）田中、上沼 

電 話  0264-25-2212（直通） 

F A X  0264-23-2583 

E-mail kisochi-kikaku@pref.nagano.lg.jp 

３

https://www.pref.nagano.lg.jp/kisochi/somu-kankyo/pressreleases/index.html
mailto:kisochi-kikaku@pref.nagano.lg.jp


 

 

 

※ 令和７年 12月現在の予定のため、内容の一部が変更になる場合があります。 

１ 趣   旨 

豊かさが実感でき、活力あふれる輝く長野県づくりを進めるため、市町村や公共的団体が住民と

ともに、自らの知恵と工夫により自主的、主体的に取り組む地域の元気を生み出すモデル的で発展

性のある事業に対して、支援金を交付する。 
 
 

２ 交付対象者 

（１） 市町村、広域連合、一部事務組合 

（２） 公共的団体等（県内に事務所を有し、公共的活動又は地域の活性化に資する活動を営む団体） 
 
 

３ 交付対象事業 

（１） 自らの知恵と工夫により自主的、主体的に取り組む地域の元気を生み出すモデル的で発展

性のある事業のうち、次に掲げる事業 

① 地域協働の推進に関する事業 

② 保健、医療、福祉の充実に関する事業 

③ 教育、文化の振興に関する事業  

④ 安全・安心な地域づくりに関する事業 

⑤ 環境保全、景観形成に関する事業 

⑥ 産業振興、雇用拡大に関する事業 

   ア 特色ある観光地づくり     

イ 農業の振興と農山村づくり 

   ウ 森林づくりと林業の振興    

エ 商業の振興 

   オ その他地域の特色、個性を活かした産業振興、雇用拡大に資する事業 

⑦ 市町村合併に伴う地域の連携の推進に関する事業 

⑧ その他地域の元気を生み出す地域づくりに資する事業 

（２） これまでの重点テーマに代えて、令和７年度以降は信州未来共創戦略に基づく、県として特

に重点的に推進したい取組を「重点支援対象事業」として指定し、該当する事業の補助率をか

さ上げする。 

   ※注意 

補助率のかさ上げがされる事業は、令和７年度以降適用されている選定基準（下記８「令

和７年度実施事業からの改正事項」参照）を満たし、重点支援対象事業に該当する事業。 

   ※重点支援対象事業の内容については、県 HPに掲載。 

    （県 HP）https://www.pref.nagano.lg.jp/shinko/kensei/shichoson/shinko/shienkin/index.html 
 
 

４ 交付対象外事業 

（１） 長野県が交付する補助金等の交付対象事業 

（２） 国庫補助金等を受けた事業及び国・県等の外郭団体から助成金を受けた事業 

（３） 分担金、負担金の支出に限られる事業 

（４） 宗教関連事業、政治関連事業及び公序良俗に反する事業 

（５） 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 

 

 

 

 

令和８年度 地域発 元気づくり支援金の概要 ※ 

４

https://www.pref.nagano.lg.jp/shinko/kensei/shichoson/shinko/shienkin/index.html


 

５ 交付対象経費 

  交付対象事業の実施に要する経費から、下記に掲げる交付対象外経費及び特定財源（地方債、

分担金・負担金、事業収入等）を控除した経費（ただし、公共的団体等の事業については、特定

財源(地方債を除く)も対象経費に含める。） 

【交付対象外経費】 

① 団体・施設の運営費や人件費  

② 用地取得又は賃借に要する経費及び補償費 

③ 地方債の償還に充当する費用    

④ 調査研究及び計画作成に係る経費 

⑤ 食糧費（ただし、一部事業を除く。） 

 
 

６ 支援金の交付額 

（１）補助率 

事 業 対 象 者 補助率 
重点支援対象事業
に該当する場合の

補助率 

ソフト事業 市町村等、公共的団体等 ３／４以内 ４／５以内 

ハード事業 

市町村等（下記の市町村を除く。） １／２以内 ２／３以内 

 財政力指数が県平均以下の市町村 ２／３以内 ３／４以内 

公共的団体等 ２／３以内 ３／４以内 
 
（２）補助限度額  補助額の下限３０万円 
 
 

７ 選 定 方 法 

（１） 地域に設置する選定会議の意見を聴き、「選定方針」を定め、採択事業を選定 

（２） 選定会議 

  ア 地域振興局長並びに市町村長、現地機関の長及び有識者で構成 

  イ 選定会議構成員は、概ね５名程度 

  ウ 選定方針や重点支援対象事業を踏まえて、採択事業の選定に当たり構成員の意見を聴く。 

 
 

８ 選 定 基 準 

広域的に連携した事業又は人口減少下において真に持続可能な地域づくりに資する事業であ

り、以下を満たすこと。 

（１）地域の実情や住民ニーズに対応した事業計画であること 

また、公益性の高い事業であること 

（２）事業実施に向けて関係者の合意形成が図られていること 

また、関係法令等に係る諸手続きがなされていること 

（３）事業の有効性が認められること(費用対効果、実施時期、計画の熟度、事業効果等） 

（４）＜市 町 村 の 場 合＞ 

地域住民の参画を得て実施する事業、あるいは地域住民の自主的、主体的な活動を促す

事業であること 

＜公共的団体の場合＞  

事業の効果が組織内に留まることなく、広く地域住民を巻き込む事業であること 

（５）事業の継続性、発展性が認められること(将来計画、自立的な組織体制及び資金計画） 

（６）その他、地域振興局長が必要と認める基準を満たしていること 

  

 

 

５



 

 

 

９ 広報表示 

支援金により取得（作成）した備品・設備、印刷物等へ支援金を活用した事業である旨を表示 

 

 

10 事業評価及び公表 

（１）事業主体自ら評価を実施し、地域振興局長に報告。また、公表に努める。 

（２）地域振興局長は、全事業について事業結果を公表する。 

令和７年度実施事業から適用されている選定基準に関する改正事項 

令和７年度から選定基準が改正され、上記（１）～（６）の従来基準に加えて 

◎新基準 A「広域的に連携した事業」 

又は 

◎新基準 B「人口減少下において真に持続可能な地域づくりに資する事業」 

のいずれかに該当し、かつ従前の選定基準である（１）～（６）の基準を満たす事業を支援 

対象とする。 

 

 新基準 A「広域的に連携した事業」 

→事業の実施主体として、単一の市町村域を越えて連携していることを要件とする。 

 新基準 B「人口減少下において真に持続可能な地域づくりに資する事業」 

→地域の住民生活に目に見える変化をもたらすことを成果目標として明確に設定し、かつ補

助金活用後の自走のビジョンが明確であることを要件とする。 

  

※注意（新基準移行に伴う経過措置） 

令和７年度から令和８年度までは、経過措置として予算の範囲内で従来（令和６年度ま

で）の選定基準である（１）～（６）のみを満たす事業も支援対象とする。ただし、採

択に当たっては新基準を満たす事業を優先する。 

  ⇒令和９年度以降は、（１）～（６）だけでなく、令和７年度事業から改正された新しい

基準（「広域的に連携した事業」又は「人口減少下において真に持続可能な地域づくり

に資する事業」）にも該当する必要がありますので、ご注意ください。 

 ※注意（重点支援対象事業の補助率かさ上げ） 

  上記３のとおり、重点支援対象事業に該当することによる補助率のかさ上げ対象とするに

は、令和７年度以降適用されている選定基準（新基準 A又は B）を満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

該当しない 該当する

該当

しない
支援金対象外

令和８年度実施事業まで支援金対象

（経過措置）

※重点支援対象事業に該当しても補助率

かさ上げ不可。

※新基準該当事業より採択順位が下位に。

該当する 支援金対象外

令和７年度以降、支援金対象

※重点支援対象事業に該当すれば補助率

かさ上げ

従前の基準

新基準

６



 

（３）地域振興局長は、選定会議に事業結果を報告する。 

（４）選定会議は、選定基準・選定方針に照らし事業の評価を行うとともに優良事例の選定を行う。 

（５）地域振興局長は、選定会議の評価結果を公表する。 

 

 

11 事業成果の普及 

（１）事業効果の高いと思われる事業について「地域づくり事例集」を作成する。 

（２）地域振興局単位で事業の発表会を開催する。 

（３）県広報等で事業の紹介を行う。 

 

 

◆交付対象事業例◆ 
 

事業区分 事 業 例 

地域協働の推進 ・地域づくり市民フォーラムの開催 

保健、医療、福祉の充実 

・活動量計等を活用した健康づくり促進のための環境整備 

・障がい児者、高齢者等を対象とした口腔ケア 

・子育て支援を行うためのネットワークづくり 

教育、文化の振興 

・伝統文化の保存・伝承事業 

・外国籍市民との交流事業 

・食育シンポジウムの開催 

・文化・スポーツ振興のための交流イベントの開催や環境整備 

安全・安心な地域づくり 

・防災対策や防災意識の向上に資する事業 

・住民支え合い災害マップの作成 

・救命救急講習会の開催 

・自主防災組織の活性化支援 

環境保全、景観形成 

・自然エネルギーの普及・拡大に関する事業 

・公園や里山の遊歩道整備・花木の植樹 

・ホタルの飛び交う自然環境の再生事業 

・地域の貴重な財産を後世に残すための景観整備 

・その他美しい景観の形成に資する事業 

産業振興、雇用拡大 

（観 光） 

（農 業） 

（林 業） 

（商 業） 

（その他） 

・街歩きガイドブックの作成、観光ボランティアの育成 

・遊休荒廃農地の復元事業 

・間伐材を活用した木炭の生産支援、森林体験学習事業 

・商店街活性化イベントの開催、空店舗を活用した定期市の開催 

・工業展等の開催、特産品開発、技術者養成講座の開催 

・障がい者、女性、若者の雇用促進及び就業・定住支援事業 

市町村合併に伴う地域の

連携の推進 

・合併地域における連携の推進と交流を深める事業 

・合併によるブランド統合や一体的な観光資源の開発 

その他 
・移住希望者に対する暮らしや仕事を体験する場の提供 

・結婚活動を支援するための出会いの機会の提供 

 ※上記の事業例は、令和６年度までの選定基準（従来の基準）による対象事業を示したもの。 

 ※令和７年度から改正された新基準のうち、「広域的な連携事業」に該当する事業は引き続き上

記事業例が支援対象となりうるが、「人口減少下において真に持続可能な地域づくりに資する

事業」については、その要件（上記８の※３参照）を満たす必要があるため、上記事業例が必

ずしも対象になるものではない。 

 ※なお、令和７年度から令和８年度までは、従来の基準による採択も行う（経過措置）。ただし、

採択に当たっては、新基準に該当する事業を優先する。 

 ※事業区分（対象となる分野）は、令和７年度以降も変更なし。 

７



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日 時 

 令和８年５月21日（木）14：35～16：25 

 

２ 場  所 

 長野県蘇南高等学校（木曽郡南木曽町読書2937-45） 

 

３ 主 催 

 長野県木曽地域振興局 

 

４ 参加者 

 木曽郡内に事業所を有する事業者（令和７年度実績27者） 

及び蘇南高校全校生徒（約80名） 

 

５ 全体の流れについて 

  14：35-14：45  全体オリエンテーション／事業者準備 【取材不可】 

  14：55-15：20       企業説明会① 【取材可】 

  15：30-15：55       企業説明会② 【取材可】 

  16：05-16：25       企業説明会③ 【取材可】 

・事業者ごとに教室を割り振り、希望する生徒に対し説明や質疑応答等を行います。 

 

 ６ 取材について 

当日は、蘇南高校担当者の指示に従って取材願います。 

取材を希望される方は、令和８年５月20日（水）正午までに、木曽地域振興局企画振興 

・商工課（商工担当）あてご連絡ください。 
 

 

 

 

 

 

地元高校生に地元企業の活躍、地元で働くことの意義・価値等を知っていただくため、 

木曽郡内に事業所を有する事業者による企業説明会を蘇南高校で開催します。 

「企業説明会 in 蘇南高校」を開催します 

長野県（木曽地域振興局）プレスリリース 令和８年（2026 年）４月 22 日 

＜問合せ先＞ 

担 当 木曽地域振興局 企画振興・商工課 

        （商工担当）木下 
 
電  話 0264-25-2228（直通） 

0264-24-2211（代表）内線 2244 
ＦＡＸ 0264-25-2250 
E-mail  kisochi-shokan@pref.nagano.lg.jp ８
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公益社団法人国土緑化推進機構（本部・東京都千代田区/理事長・濱田純一）と公益財団法人オ

イスカ（本部・東京都杉並区/理事長・中野悦子）は、世界の森林の持続可能な管理を担う次世代

人材の育成と国際交流の促進を目的に、インドネシアで森林保全活動に取り組む高校生等※を日本

に招き、「日本・インドネシア 緑の青年国際交流事業」を実施します（日程の詳細は別紙）。 

今回は、高校生 8名、教員 5名、環境教育指導者 2名の計 15名が来日し、森林・林業の現状や、

産官学の多様な主体による森林の保全・整備に関する取組などについて実地で学びます。また日本

の高校生や森林・林業に関わる多様な関係者との交流を通じて、森林資源の持続可能な管理や地域

と森林の関わりについて理解を深めます。 

 

その一環として、5 月 11 日（月）～13 日（水）に長野県木曽町を訪問します。木曽町では、森

林・林業を学ぶ生徒が在籍する長野県木曽青峰高等学校や長野県林業大学校での交流授業や森林組

合の現場見学などを予定しており、交流を深めながら、日本の森林・林業の現場や森林教育の取組

について体験的に学びます。また、赤沢自然休養林の散策や牧尾ダムの見学などを通じて、森林が

水を育み、流域の暮らしを支えていることや、森林とともに暮らしてきた地域の歴史・自然環境に

ついて理解を深めます。 

特に 5 月 11日の木曽青峰高校や、12 日の長野県林業大学校での交流授業では、森林を学ぶ若者

同士が国を越えて学び合う貴重な機会となりますので、ぜひ取材をご検討いただけますと幸いです。 

※インドネシアでオイスカが進める「子供の森」計画に参加する高校生および教員 

■交流授業 

① 長野県木曽青峰高等学校（長野県木曽郡木曽町福島 1827−2) 

日時：2026年 5月 11日（月）10:30～15:00頃 

内容：双方による活動紹介、演習林での実習、木工体験など 

② 長野県林業大学校(長野県木曽郡木曽町新開 4385−1) 

日時：2026年 5月 12日（火）8:30～12:00頃 

内容：双方による活動紹介、森林実習など 

 

 

5/11（月）～5/13（水）インドネシアの高校生ら 15名が木曽町で森林・林業を学ぶ 

― 日本の高校生や森林・林業関係者との交流を通じ、森林の持続可能な管理を担う人材を育成 ― 

2026年 4月 14日 

 

報道関係者各位 

公益社団法人 国土緑化推進機構 

公益財団法人 オイスカ 

【本リリースに関するお問い合わせ】 

公益財団法人オイスカ 「子供の森」計画担当 諸江葉月  E-mail：moroe@oisca.org  

〒168-0063 東京都杉並区和泉 2-17-5  Tel： 03-3322-5161 URL： https://oisca.org/ 

※この事業は国土緑化推進機構「緑と水の森林ファンド」を活用して実施します 
９



＜別紙＞ 

 

■日本・インドネシア 緑の青年国際交流事業 全体スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「子供の森」計画概要 

子どもたちが学校の敷地や近隣地域で行う植林活動を支援し、植林・育林活動や実践的な環境教

育を通して、子どもたちの「自然を愛する心」や「緑を大切にする気持ち」を育みながら地球緑

化を進めていこうというプログラム。現在 37 カ国の 5,670 の学校が参加しており、各地で緑化

活動や環境教育が実施されています。本プログラムは、公益財団法人オイスカが事務局となり、

広く一般に支援会員・支援学校・企業等を募り活動の支援を行っています。 

日付 日程 

5/8 

（金） 
入国  

5/9 

（土） 

オリエンテーション 

渡刈クリーンセンター見学 

もりの学舎訪問（インタープリターによる森林散策） 

5/10 

（日） 
森の健康診断ワークショップ 

5/11 

（月） 

10:30 木曽青峰高校到着 

交流授業（各国紹介など） 

13:00 演習林実習＋木工体験 

15:00 山林資料館見学 

15:45 木曽町役場 庁舎見学、周辺視察 

5/12 

（火） 

8:30  長野県林業大学校到着 

8:50  交流・学校紹介、樹木学実習（学校周辺） 

12:00  林大プログラム終了 

13:30  木曽森林組合現場見学  

15:30  木曽おもちゃ美術館視察 

5/13 

（水） 

9:00  牧尾ダム見学 

10:00  御嶽山 VCさとテラス三岳 見学 

11:30  赤沢自然休養林到着、昼食 

12:30  赤沢自然休養林散策 

14:30 愛知へ移動 

5/14 

（木） 

名古屋城視察（文化学習および木曽ヒノキ活用の視察）など 

活動報告会・修了式 

5/15 

（金） 
帰国 

１０



長野県シニア大学木曽学部の第 46回生の入学式、第 45回生の始業式を 

次のとおり行いますので、お知らせします。 

お知らせします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日 時 

  令和８年５月８日（金） 午前 10 時から（午前 10時 40分頃終了予定） 

２ 場 所 

  長野県木曽合同庁舎 ２階 講堂 

３ 入学者数等 

シニア大学入学生（第 46 回生） 13名 

（男性８名 女性５名 平均年齢 69.2歳 最高年齢 84歳） 

シニア大学進級生（第 45 回生） ９名 

（男性２名 女性７名 平均年齢 71.1歳 最高年齢 77歳） 

４ 内容 

入学生紹介 

  式辞（木曽学部長：木曽保健福祉事務所長） 

  来賓祝辞 

  入学生代表挨拶・在校生代表挨拶 

〈長野県シニア大学の概要〉 

長野県シニア大学は、（公財）長野県長寿社会開発センターが運営しています。 

シニア世代の多様な生き方や価値観を大事にしながら、自ら地域の課題に気づき、 

学習を通して社会参加のきっかけをつかみ、卒業後、社会の一員として地域とかかわる 

人材を育むことを目指しています。 

長野県（木曽保健福祉事務所）プレスリリース 令和８年（2026 年）４月 22 日 

令和８年度 長野県シニア大学木曽学部 

入学式・始業式を行います 

（問合せ先） 
担   当 長野県木曽保健福祉事務所福祉課 

（(公財)長野県長寿社会開発センター木曽支部） 
藤森、奥原、竹原 

電    話 0264-25-2218（直通） 
0264-24-2211（代表） 内線 2331 

ファクシミリ  0264-24-2350 
電子メール  kisoho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

１１



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 日 時 

令和 8 年 5 月 8 日（金） 午前 10 時頃から午後４時頃まで 

 

２ 訪問先 

木曽町商店街、木曽こども園、アイライフきそ、長野県林業大学校、木曽町

中学校、のぞみの里等 

 

３ 主な内容 

（１） 看護の日広報のためのポスター・チラシ・ティッシュの配布 

（２） 施設の方との交流 

 

４ 参加学生 

  本校１、２年生約３０人 

 

５ その他 

（１） 訪問先、日程の詳細については、直接学校にお問合せください。 

（２） 訪問先での取材は、許可が必要な場合がありますので、事前に先方に 

ご相談ください。 

 ５月12日（火）は「看護の日」、５月10日（日）から16日（土）までが看護週

間です 

看護学生が看護の日のＰＲのため、施設等を訪問します。 

長野県立病院機構プレスリリース 令和 8 年（2026 年）4 月 22 日 

長野県立病院機構信州木曽看護専門学校 

（副学校長)横川   （専任教員）栗屋 

電話：0264-24-0020 

F A X：0264-22-4070 

E-mail：kikoukango@pref-nagano-hosp.jp 

看護学生が「看護の日」のＰＲ活動を行います 
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１ 日 時 

令和８年５月 27 日（水） 13 時 30 分から 15 時頃まで 

２ 場 所 

信州木曽看護専門学校 ３階アリーナ（木曽郡木曽町新開 4236） 

３ 主な内容 

（１） 校歌斉唱 

（２） 学校長挨拶 

（３） ２年生紹介 

（４） 宣  誓 

灯火の受け継ぎ 

（キャンドルサービス） 

私の誓い（1人 1人の誓いの言葉） 

   ナイチンゲール誓詞の唱和 

（５） 祝いの言葉・お礼の言葉 

 

４ その他 

   参加者：保護者、実習施設代表者、同窓会等 

 

＊宣誓式について 

  戴帽式に相当する行事です。当校は、ナースキャップを着用しないので、 

 「宣誓式」という名称で開催されます。 

 2年生15名は、一年間基礎的な看護の知識や技術を学び、基礎看護学実習を経

験して、令和8年4月から2年次がスタートしました 

キャンドルに照らされた厳かな空間で、学生が、専門職としての看護師を目指

す決意を新たにする誓いの言葉を述べます 

長野県立病院機構プレスリリース 令和 8 年（2026 年）4 月 22 日 

長野県立病院機構 信州木曽看護専門学校 

（副学校長)横川  （学科長）滝沢 

電話：0264-24-0020 

F A X：0264-22-4070 

E-mail：kikoukango@pref-nagano-hosp.jp 

信州木曽看護専門学校「令和８年度宣誓式」を開催します 
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）第２回 10/３ (土）

学校ホームページ

説明会・学生の体験談

個別相談
教職員/学生

校内見学など
地域開放同時開催

校内見学
演習体験
教材展示

学校説明会

個別相談 /教員 校内見学
見学・体験・展示など

説明会・学生の体験談

学校祭も楽しめるよ!

白凛祭
同時開催！

詳細・お申し込みは
こちら 2026
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令和８年度長野県上松技術専門校入校生の状況 

                             令和８年４月９日現在 

 

１ 科別入校者数  木工科 20人  木材造形科 20人  計 40 人 

 

２ 科別応募者数  木工科 35人   木材造形科 38人  計 73 人（前年 42 人） 

 

３ 男 女別 人 数  男 26 人  女 14人  計 40 人 

 

４ 平 均 年 齢  木 工 科 33.6歳 （最年長 58歳 最年少 18歳） 

木材造形科  32.8歳 （最年長 55歳 最年少 18歳） 

 

５ 新 卒者 状 況  大学新卒 １人（県内校 ０人） 高校新卒 ５人（県内校 ４人） 

 

６ 学  歴    大学 25人(院卒２人) 専門学校 ５人 高校 10人 

    

７ 出身地の状況  県外 21 人（52.5％） 県内 19 人（47.5％） 計 40 人 

  （入校後の届出の状況）  前年 29 人 （72.5％）   前年 11 人 （27.5％）  計  40 人 

            

８ 遠 方出 身 地  福岡県、大阪府、石川県、宮城県 

 

９ 寮 、通 校 別  寮生 30 人（女 ９人） 通校生 10 人 （女 ５人） 
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     区 分

 

    科

訓
　
練
　
課
　
程

定
　
　
　
　
　
員

入
　
校
　
者
　
数

中
　
　
退
　
　
者

修了者の内訳 修了者の就職等内訳 雇用・自営等の就職先

修
 
了
 
者

就
　
職
　
者

そ
　
の
　
他

85.0%

計 91.9%

う
ち
県
外
出
身
者

男 女
県
　
内

県
　
外

100.0%

う
 
ち
 
就
 
業

性 別 出身地
雇
　
　
　
用

自
　
営
　
等

う
ち
県
外
出
身
者

 
就
業
率

(

％

)

 

 



日 曜 町村名 行　　  　　事　　  　　内　　  　　容 場　　　所 担当課名 資料

1 金 10:00 18:00 木曽町 木曽馬とともに展～５／２５ 木曽町図書館 木曽町図書館

2 土 11:00 ～ 11:20 木曽町 ボランティアおはなし会・としょカフェコンサート（午後） 木曽町図書館 木曽町図書館

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金

9 土

6:00 ～ 10:00 上松町

令和８年度上松町大火記念日行事
想定訓練(6:00～7:40)、訓練検討会(8:30～
9:00)、鎮火祭(9:00～10:00)

鎮火祭：諏訪神社境内
(雨天:上松町社会体育
館)
想定訓練:未定
訓練検討会：上松町公
民館大会議室

危機管理課

9:30 ～ 11:30 木曽町 公民館こども講座「軽スポーツ」 日義公民館 生涯学習課

11 月

12 火

13 水 13:30 ～ 16:30 木曽町 公民館シニア講座「シネマ＆サロン」 木曽町文化交流センタ－ 生涯学習課

14 木

15 金

16 土 11:00 ～ 11:15 木曽町 スタッフおはなし会 木曽町図書館 木曽町図書館

17 日

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金

23 土 10:00 ～ 17:00 上松町 出張おかげ横丁IN木曽（物産展） 上松駅前 地域振興課

24 日 10:00 ～ 15:00 上松町 出張おかげ横丁IN木曽（物産展） 上松駅前 地域振興課

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日

令和８年５月　町村行事予定表

時　　間

日10
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